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北九州市公告第８３号 

 一般競争入札により、調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 調達契約の名称及び数量 介護認定審査会支援システム用ＯＣＲ読

取システム機器等の借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３４年４月３０日まで（契約締結の 

  日から平成２９年４月３０日までは機器等の設置準備期間とし、契約金額 

  の支払いの期間は同年５月１日から平成３４年４月３０日までの６０箇月 

  とする。） 

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価（機器借入れ料及び保守料の合計額）により行う。 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 

  ８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき 

  は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの 

  で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 

  わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載 

  すること。 

２ 入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札者の義務 

  入札者は、調達計画書（作成要領は、入札説明書による。）に必要書類を 

 添付して平成２９年３月６日午後５時までに第４項第１号アの場所に提出し 

なければならない（郵送の場合は、書留郵便とし、同日午後５時必着とす

る。）。 
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なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応

じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター４階  

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係      

 イ 日時 公告の日から平成２９年２月１５日まで（日曜日、土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後

４時３０分まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号  

       総合保健福祉センター６階 視聴覚室 

  イ 日時 平成２９年２月１６日午後２時 

 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、平成２９年２月１５日までに競争参加の申出書を北九州市保 

健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係に提出しなければならない。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

  より、平成２９年３月１０日午後５時までに必着のこと。なお、郵送以外 

  による入札書の事前提出は認めない。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター６階 視聴覚室 

  イ 日時 平成２９年３月１３日午前１０時 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 
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   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした 

   入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の

翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があっ

た場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができる。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   総合保健福祉センター４階 

   電話 ０９３－５２２－８７１８ 
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北九州市公告第８４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市立大積小学校他６４校電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会学務部学事課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１２月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市戸畑区中原新町２番１号 

５ 落札金額 

  １億９４８万２，５９８円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２８年１１月８日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８５号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市立足原小学校他６２校電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会学務部学事課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１２月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市戸畑区中原新町２番１号 

５ 落札金額 

  １億７１０万７，４７２円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２８年１１月８日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市立祝町小学校他６５校電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会学務部学事課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年１２月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市戸畑区中原新町２番１号 

５ 落札金額 

  １億１，２１３万４，１７７円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２８年１１月８日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

スピナ到津店 

  北九州市小倉北区上到津四丁目６番１０号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西日本鉄道株式会社 

  福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

  代表取締役 倉富純男 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗の名称 

  ア 変更前 

西鉄ストア到津店 

  イ 変更後 

スピナ到津店 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並 

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社西鉄ストア 

福岡市中央区大名二丁目４番１号 

代表取締役 室園正雄 

ほか５者 

  イ 変更後 

株式会社西鉄ストア 

福岡県筑紫野市針摺中央二丁目１６番１４号 

代表取締役 玉木 浩 

ほか４者 
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４ 変更の年月日 

平成２７年２月２７日 

５ 変更する理由 

（１） 店舗名称を変更したため 

（２） 小売業を行う者の入れ替え、名称及び住所並びに代表者の氏名の 

変更のため 

６ 届出年月日 

平成２９年１月２６日 

７ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課 

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成２９年２月７日から同年６月７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成２９年６月７日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第８８号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

グッデイ小倉北店 

  北九州市小倉北区西港町３番３号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西日本鉄道株式会社 

  福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

  代表取締役 倉富純男 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に 

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 長尾亜夫 

    変更後 

    西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 竹島和幸 

  イ 変更前 

    西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 竹島和幸 

変更後 

西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

10



代表取締役 倉富純男 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並 

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

嘉穂無線株式会社 

福岡市南区塩原一丁目２８番２４号 

代表取締役 柳瀬真澄 

    変更後 

    嘉穂無線ホールディングス株式会社 

福岡市南区塩原一丁目２８番２４号 

代表取締役 柳瀬真澄 

  イ 変更前 

    嘉穂無線ホールディングス株式会社 

福岡市南区塩原一丁目２８番２４号 

代表取締役 柳瀬真澄 

変更後 

嘉穂無線ホールディングス株式会社 

福岡県筑紫郡那珂川町松木二丁目６１番地 

代表取締役 柳瀬真澄 

  ウ 変更前 

    嘉穂無線ホールディングス株式会社 

福岡県筑紫郡那珂川町松木二丁目６１番地 

代表取締役 柳瀬真澄 

変更後 

嘉穂無線ホールディングス株式会社 

福岡県筑紫郡那珂川町松木二丁目６１番地 

代表取締役 柳瀬隆志 

４ 変更の年月日 

３（１）ア 平成２０年６月２７日 

３（１）イ 平成２５年６月２７日

３（２）ア 平成１９年９月２１日

３（２）イ 平成２０年９月２１日

３（２）ウ 平成２８年６月１５日

５ 変更する理由 

（１） 代表者変更のため 
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（２） 小売業を行う者の商号変更、所在地移転及び代表者変更のため 

６ 届出年月日 

平成２９年１月２６日 

７ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課 

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成２９年２月７日から同年６月７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成２９年６月７日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第８９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

下富野ファッションモール 

  北九州市小倉北区下富野二丁目９番２８号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西日本鉄道株式会社 

  福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

  代表取締役 倉富純男 

３ 変更した事項 

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（１） 変更前 

西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 竹島和幸 

（２） 変更後 

   西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 倉富純男 

４ 変更の年月日 

 平成２５年６月２７日 

５ 変更する理由 

代表者変更のため 

６ 届出年月日 

平成２９年１月２６日 

７ 縦覧場所 
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 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課 

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成２９年２月７日から同年６月７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成２９年６月７日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第９０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成２９年２月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

サンリブ到津 

  北九州市小倉北区上到津四丁目２番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西日本鉄道株式会社 

  福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

  代表取締役 倉富純男 

３ 変更した事項 

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（１） 変更前 

西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 竹島和幸 

（２） 変更後 

   西日本鉄道株式会社 

福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 

代表取締役 倉富純男 

４ 変更の年月日 

 平成２５年６月２７日 

５ 変更する理由 

代表者変更のため 

６ 届出年月日 

平成２９年１月２６日 

７ 縦覧場所 
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 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課 

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成２９年２月７日から同年６月７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成２９年６月７日までに北九州市産業

経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出す

ること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市優れた教育活動等を実践している教職員の表彰に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成２９年２月７日

                   北九州市教育委員会

                      教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第１号

北九州市優れた教育活動等を実践している教職員の表彰に関する   

規則の一部を改正する規則

北九州市優れた教育活動等を実践している教職員の表彰に関する規則（平成

１６年北九州市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

題名中「教職員」を「教職員等」に改める。

第１条中「限る。）」の次に「並びに学校（市が設置する学校教育法第１条

に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１

項に規定する各種学校をいう。以下同じ。）並びに学校の校務を分掌させるた

め教職員及び教職員以外の学校職員で構成する組織（以下「教職員組織」とい

う。）で優れた教育活動等を実践しているもの」を加える。

第２条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる場合の２以上」を「次の各

号の２以上の号」に改め、同項第１号中「場合」を「もの」に改め、同項第２

号中「次号において」を「以下」に、「場合」を「もの」に改め、同項第３号

から第６号までの規定中「場合」を「もの」に改め、同項第７号中「教育活動

」を「教育活動等」に、「場合」を「もの」に改め、同条第３項中「前２項」

を「前３項」に、「教職員」を「教職員並びに学校及び教職員組織」に、「者

」を「もの」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加

える。

３ 学校又は教職員組織の表彰は、教職員、教職員以外の学校職員及び学校に

おいて専門的、技術的な助言等を行う者の連携による組織的な取組によって

次の各号のいずれかに該当する学校又は教職員組織で教育委員会が適当と認

めたものに対して行う。

（１） 教材研究、指導方法の工夫又は改善その他の模範となる教育活動を

行い、顕著な成果を上げたもの

（２） 幼児等、保護者又は地域住民からその実践している教育活動につい

て大きな信頼を得ているもの

（３） 幼児等に対して教育的な愛情を持って他の模範となる教育活動を行

い、顕著な成果を上げたもの

（４） 学校教育の目標を達成するために学校運営の改善に顕著な成果を上
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げたもの

（５） 適切な指導により部活動等で優れた実績を上げたもの

（６） 学校教育に有益な調査又は研究活動を行い、優れた実績を上げたも

 の

（７） その他前各号に準じる教育活動等を行っているもの

 第３条中「前条第２項」を「前条第４項」に改める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。
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